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欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス

─
ハ
ン
ガ
リ
ー
権
威
主
義
政
党
の
処
分
と
脱
退

─山

　
　本

　
　
　
　
　直

は
じ
め
に

二
〇
一
〇
年
に
オ
ル
バ
ン
・
ビ
ク
ト
ル
が
首
相
に
返
り
咲
い
て
以
降
、
彼
が
率
い
る
政
党
フ
ィ
デ
ス
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
高
い
支

持
を
保
ち
続
け
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
競
争
的
な
国
内
選
挙
は
実
施
さ
れ
る
も
の
の
、
司
法
機
関
の
独
立
性
は
低
下
し
、
野
党
、
メ

デ
ィ
ア
お
よ
び
非
政
府
組
織
の
活
動
は
制
限
さ
れ
、
学
問
の
自
由
は
脅
か
さ
れ
、
政
府
関
係
者
の
汚
職
は
進
ん
だ
。
二
〇
二
〇
年
に
公
表

し
た
報
告
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ダ
ム
ハ
ウ
ス
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
「
中
・
東
欧
の
民
主
主
義
諸
国
群
か
ら
の
初
め
て
の
離
脱
国
」
に
な
っ
た

と
認
定
し
た

（
１
）

。
Ⅴ
─
Ｄ
Ｅ
Ｍ
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
は
同
年
に
、「
Ｅ
Ｕ
で
唯
一
の
権
威
主
義
国
」
と
い
う
烙
印
を
つ
い
に
押
す
こ
と
に

論
　
説

）
七
六
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二

な
っ
た

（
２
）

。

そ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
加
盟
す
る
Ｅ
Ｕ
は
、
法
の
支
配
と
民
主
主
義
、
あ
る
い
は
人
権
尊
重
を
自
ら
の
価
値
と
す
る
手
前
、
フ
ィ
デ
ス
に

対
し
て
処
罰
的
な
措
置
を
取
る
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
Ｅ
Ｕ
機
関
は
、
実
質
的
な
対
応
を
ほ
と
ん
ど
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
た
し
か
に
欧
州
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｕ
の
基
本
条
約
が
導
入
す
る
義
務
不
履
行
手
続
き
を
幾
度
か
適
用
し
つ
つ
、
独
自
に
設
け
た
法

の
支
配
枠
組
み
も
運
用
し
た
。
欧
州
議
会
は
、
Ｅ
Ｕ
の
価
値
に
違
反
す
る
危
険
が
同
国
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
に
理
事
会
に
迫
っ

た
。
そ
の
理
事
会
も
、
違
反
の
危
険
を
確
認
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
Ｅ
Ｕ
条
約
の
規
定
に
基
づ
い
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
か
ら

事
情
を
聴
取
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
試
み
は
概
し
て
迅
速
さ
に
欠
く
ば
か
り
か
、
さ
ほ
ど
有
効
で
も
な
か
っ
た

（
３
）

。

以
上
の
経
緯
か
ら
通
常
問
わ
れ
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
機
関
が
当
該
分
野
で
不
十
分
な
権
限
し
か
享
受
で
き
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
Ｅ
Ｕ
機
関
の
権
限
が
十
分
で
な
い
状
況
下
で
は
、
そ
れ
だ
け
特
定
の
加
盟
国
に
お
け
る
変
化
を
抑
制
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
対
応
の
停
滞
を
よ
り
動
態
的
に
把
握
す
る
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
以
外
の
政
治
的
側
面
に
着
眼
す
る
必
要
が
あ
る
。

フ
ィ
デ
ス
は
二
〇
〇
四
年
以
降
、
欧
州
人
民
党
と
い
う
中
道
右
派
の
政
治
団
体
に
所
属
し
て
い
た
。
同
党
は
欧
州
最
大
の
勢
力
で
あ
っ
た

が
ゆ
え
に
、
Ｅ
Ｕ
機
関
で
も
強
い
影
響
力
を
保
持
す
る
。
そ
の
欧
州
人
民
党
が
フ
ィ
デ
ス
に
決
然
と
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
Ｅ
Ｕ

の
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
対
応
の
停
滞
の
一
因
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
一
年
初
頭
ま
で
の
欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
の
関
係
に
注

目
す
る

（
４
）

。
二
〇
一
九
年
三
月
に
は
、
欧
州
人
民
党
が
フ
ィ
デ
ス
に
権
利
停
止
処
分
を
科
し
て
い
る
。
そ
の
後
二
年
を
経
た
二
〇
二
一
年
三

月
に
、
フ
ィ
デ
ス
は
同
党
か
ら
脱
退
す
る
旨
表
明
し
た
。
こ
の
期
間
に
見
ら
れ
た
動
向
が
、
欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
の
関
係
性
を
象
徴

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
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三

以
下
で
は
、
ま
ず
、
欧
州
人
民
党
が
フ
ィ
デ
ス
に
科
し
た
権
利
停
止
処
分
の
概
容
と
含
意
を
論
じ
る
㈠
。
次
い
で
、
同
党
が
フ
ィ
デ
ス

の
除
名
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
要
因
を
考
察
す
る
㈡
。
そ
の
上
で
、
処
分
を
受
け
た
フ
ィ
デ
ス
が
二
年
も
の
間
残
留
し
た
理
由
を
推
測
し

㈢
、
最
後
に
、
処
分
を
め
ぐ
る
欧
州
人
民
党
の
混
迷
状
況
を
概
観
す
る
も
の
と
す
る
㈣
。

一
．
欧
州
人
民
党
の
権
利
停
止
処
分

　
─
概
容
と
含
意
─

欧
州
人
民
党
の
政
治
総
会
は
、
党
役
員
の
他
、
党
所
属
の
欧
州
議
会
議
員
や
加
入
政
党
党
首
か
ら
な
る
事
実
上
の
党
最
高
決
定
機
関
で

あ
る
。
そ
の
政
治
総
会
が
、
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
い
た
会
合
に
お
い
て
、
フ
ィ
デ
ス
に
次
の
処
分
を
下
す
こ

と
を
決
定
し
た
。
賛
成
一
九
〇
票
、
反
対
三
票
と
い
う
大
差
で
の
決
定
で
あ
っ
た
。

㈠
　
処
分
の
概
容

党
の
公
式
サ
イ
ト
に
よ
る
と

（
５
）

、
処
分
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

（
６
）

。

「
一
．
フ
ィ
デ
ス
は
、
我
が
党
の
筆
頭
候
補
者
で
あ
る
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ベ
ー
バ
ー
が
示
し
た
基
本
的
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
。
以
下

が
そ
の
条
件
で
あ
る
。

─
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
ユ
ン
ケ
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
を
対
象
と
す
る
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
運
動
に
用
い
た
ポ
ス
タ
ー
等
を
即
時
撤
去

す
る
必
要
が
あ
る
、

─
こ
の
よ
う
な
運
動
が
多
大
な
政
治
的
損
害
を
被
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
我
が
党
は
、
フ
ィ
デ
ス
が
こ
う
し
た
攻
撃
的
な
行

動
を
今
後
慎
む
こ
と
を
要
求
す
る
、

）
七
六
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多
大
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四

─
表
現
、
科
学
お
よ
び
教
育
の
自
由
は
、
我
々
に
と
っ
て
根
本
的
に
大
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
を
め
ぐ
る
法

的
な
問
題
を
明
白
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
．
党
役
員
会
と
フ
ィ
デ
ス
は
、
評
価
委
員
会
の
報
告
が
な
さ
れ
る
ま
で
フ
ィ
デ
ス
の
加
入
資
格
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
共
同
で
合
意
す

る
。
フ
ィ
デ
ス
は
、
加
入
政
党
に
付
与
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
、
我
が
党
の
す
べ
て
の
会
議
で
票
を
投
じ
る
権
利
、
な
ら
び
に
役
職
に
候

補
者
を
推
薦
す
る
権
利
を
今
や
も
た
な
い
。
我
が
党
の
す
べ
て
の
会
議
へ
の
出
席
を
認
め
な
い
。
以
上
の
決
定
は
即
時
に
効
力
を
も
つ
。

こ
の
手
続
き
は
前
例
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

三
．
我
々
は
、
右
記
の
基
本
条
件
が
満
た
さ
れ
た
の
か
監
視
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
評
価
委
員
会
を
設
置
す
る
。
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ァ
ン

ロ
ン
パ
イ
が
委
員
長
に
就
き
、
ハ
ン
ス
ゲ
ル
ト
・
ペ
テ
リ
ン
ク
と
ボ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
シ
ュ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
そ
れ
は
構
成
さ
れ
る
。
前
述

の
三
つ
の
条
件
に
加
え
て
、
法
の
支
配
と
我
が
党
の
価
値
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
か
、
な
ら
び
に
、
我
が
党
の
緊
急
決
議
『
Ｅ
Ｕ
の
価
値
の

保
護
と
民
主
主
義
の
擁
護
』
が
実
行
さ
れ
て
い
る
か
徹
底
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

四
．
評
価
委
員
会
は
、
近
日
中
に
党
役
員
会
に
報
告
を
行
う
。
こ
の
委
員
会
は
完
全
に
独
立
し
て
活
動
す
る
。
こ
の
委
員
会
が
最
終
報
告

を
行
う
ま
で
フ
ィ
デ
ス
は
残
留
す
る
。」

フ
ィ
デ
ス
に
下
し
た
主
な
処
分
は
、
右
記
二
に
あ
る
通
り
、
欧
州
人
民
党
に
加
入
す
る
資
格
を
無
期
限
で
停
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、「
加
入
政
党
に
付
与
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
、
我
が
党
の
す
べ
て
の
会
議
で
票
を
投
じ
る
権
利
、
な
ら
び
に
役
職
に
候
補

者
を
推
薦
す
る
権
利
」
を
剥
奪
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
党
の
す
べ
て
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
も
禁
じ
た
。

同
党
の
規
程
に
よ
る
と
、
政
治
総
会
は
処
分
の
理
由
を
公
表
す
る
義
務
を
負
わ
な
い

（
７
）

。
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
の
処
分
で
も
、
理
由

は
必
ず
し
も
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
右
記
一
か
ら
こ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
党
の
功
労
者
と
い
え
る
ユ
ン
ケ
ル
欧

）
六
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五

州
委
員
会
委
員
長
を
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
運
動
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
批
判
し
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
運
動
が
同
党
に
多
大
な
政
治
的
損
害
を

与
え
た
こ
と
、
な
ら
び
に
表
現
、
科
学
お
よ
び
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
た
こ
と
が
直
接
的
な
理
由
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
デ
ス
に
対
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
の
司
法
機
関
や
メ
デ
ィ
ア
の
独
立
性
を
低
下
さ
せ
た
と
い
う
批
判
が
二
〇
一
一
年
頃
か
ら

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
か
ら
の
難
民
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
国
内
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
フ
ィ
デ
ス
は
抑
圧
し
た
。
抑
圧
の
過
程
で
は
、

そ
う
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
を
財
政
支
援
す
る
同
国
出
身
の
資
産
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
人
嫌
悪
を
仄
め
か
し
つ
つ
敵
視
し
た
。

同
じ
く
、
ソ
ロ
ス
が
出
資
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
名
門
私
大
・
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
を
難
癖
を
つ
け
て
国
外
移
転
に
追
い
込
み
つ
つ
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
デ
ス
の
施
政
が
、
先
に
触
れ
た
表
現
、
科
学
お
よ
び
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

フ
ィ
デ
ス
批
判
の
決
定
だ
と
な
っ
た
の
が
、
ユ
ン
ケ
ル
を
標
的
と
す
る
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
運
動
で
あ
っ
た

（
８
）

。

処
分
を
掲
示
し
た
党
の
公
式
サ
イ
ト
で
は
、
前
書
き
で
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
た
。
我
が
党
は
、「
人
の
尊
厳
、
信
教
の
自
由
、
表
現

と
結
社
の
自
由
、
民
主
主
義
、
平
等
、
法
の
支
配
お
よ
び
少
数
者
に
属
す
る
人
達
の
権
利
を
含
む
人
権
の
尊
重
」
と
い
う
価
値
を
重
ん
じ

る
Ｅ
Ｕ
に
、
党
と
し
て
賛
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と

（
９
）

。
こ
の
よ
う
な
党
の
姿
勢
を
再
認
し
つ
つ
、
政
治
総
会
は
、
Ｅ
Ｕ
と
欧
州
人
民
党

の
双
方
が
重
ん
じ
る
価
値
を
フ
ィ
デ
ス
が
侵
害
し
た
と
判
断
し
た
。

㈡
　
処
分
の
含
意

欧
州
人
民
党
の
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
処
分
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。

右
記
一
で
言
及
さ
れ
る
筆
頭
候
補
者
は
、
五
年
毎
に
実
施
さ
れ
る
欧
州
議
会
の
直
接
普
通
選
挙
に
向
け
て
、
欧
州
規
模
の
政
治
団
体
等

が
各
々
に
独
自
の
次
期
欧
州
委
員
会
委
員
長
候
補
者
を
指
名
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
欧
州
人
民
党
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
実
施
さ

）
六
七
（
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五

州
委
員
会
委
員
長
を
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
運
動
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
批
判
し
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
運
動
が
同
党
に
多
大
な
政
治
的
損
害
を

与
え
た
こ
と
、
な
ら
び
に
表
現
、
科
学
お
よ
び
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
た
こ
と
が
直
接
的
な
理
由
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
デ
ス
に
対
し
て
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
の
司
法
機
関
や
メ
デ
ィ
ア
の
独
立
性
を
低
下
さ
せ
た
と
い
う
批
判
が
二
〇
一
一
年
頃
か
ら

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
か
ら
の
難
民
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
国
内
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
フ
ィ
デ
ス
は
抑
圧
し
た
。
抑
圧
の
過
程
で
は
、

そ
う
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
を
財
政
支
援
す
る
同
国
出
身
の
資
産
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
人
嫌
悪
を
仄
め
か
し
つ
つ
敵
視
し
た
。

同
じ
く
、
ソ
ロ
ス
が
出
資
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
名
門
私
大
・
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
を
難
癖
を
つ
け
て
国
外
移
転
に
追
い
込
み
つ
つ
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
デ
ス
の
施
政
が
、
先
に
触
れ
た
表
現
、
科
学
お
よ
び
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

フ
ィ
デ
ス
批
判
の
決
定
だ
と
な
っ
た
の
が
、
ユ
ン
ケ
ル
を
標
的
と
す
る
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
運
動
で
あ
っ
た

（
８
）

。

処
分
を
掲
示
し
た
党
の
公
式
サ
イ
ト
で
は
、
前
書
き
で
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
た
。
我
が
党
は
、「
人
の
尊
厳
、
信
教
の
自
由
、
表
現

と
結
社
の
自
由
、
民
主
主
義
、
平
等
、
法
の
支
配
お
よ
び
少
数
者
に
属
す
る
人
達
の
権
利
を
含
む
人
権
の
尊
重
」
と
い
う
価
値
を
重
ん
じ

る
Ｅ
Ｕ
に
、
党
と
し
て
賛
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と

（
９
）

。
こ
の
よ
う
な
党
の
姿
勢
を
再
認
し
つ
つ
、
政
治
総
会
は
、
Ｅ
Ｕ
と
欧
州
人
民
党

の
双
方
が
重
ん
じ
る
価
値
を
フ
ィ
デ
ス
が
侵
害
し
た
と
判
断
し
た
。

㈡
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分
の
含
意

欧
州
人
民
党
の
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
処
分
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。

右
記
一
で
言
及
さ
れ
る
筆
頭
候
補
者
は
、
五
年
毎
に
実
施
さ
れ
る
欧
州
議
会
の
直
接
普
通
選
挙
に
向
け
て
、
欧
州
規
模
の
政
治
団
体
等

が
各
々
に
独
自
の
次
期
欧
州
委
員
会
委
員
長
候
補
者
を
指
名
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
欧
州
人
民
党
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
実
施
さ

）
六
七
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六

れ
る
第
九
回
欧
州
議
会
選
挙
を
二
か
月
後
に
控
え
て
い
た
。
同
党
は
、

欧
州
議
会
の
自
党
会
派
を
統
率
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
の
ベ
ー
バ
ー
を
、

自
党
の
筆
頭
候
補
者
と
し
て
前
年
に
指
名
済
み
で
あ
っ
た
。
そ
の

ベ
ー
バ
ー
が
示
し
た
諸
条
件
を
フ
ィ
デ
ス
に
満
た
さ
せ
る
と
い
う
形

式
で
の
処
分
で
あ
っ
た
。

右
記
二
お
よ
び
四
に
言
及
さ
れ
る
党
役
員
会
は
、
三
年
任
期
で
選

出
さ
れ
る
欧
州
人
民
党
党
首
の
ほ
か
、
Ｅ
Ｕ
四
機
関
の
長
（
欧
州
委

員
会
委
員
長
、
欧
州
理
事
会
常
任
議
長
、
外
務
・
安
全
保
障
担
当
上
級
代
表

お
よ
び
欧
州
議
会
議
長
）
に
任
ぜ
ら
れ
る
党
員
、
欧
州
議
会
に
お
け
る

党
会
派
の
代
表
、
名
誉
党
首
、
副
党
首
一
〇
名
、
財
務
部
長
お
よ
び

事
務
長
か
ら
な
る
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
時
点
の
役
員
会
名
簿
に
つ
い
て

表
参
照
の
こ
と
）。
そ
の
役
員
会
へ
の
報
告
を
任
さ
れ
た
の
が
、
臨
時

に
設
置
さ
れ
た
評
価
委
員
会
で
あ
る
。
評
価
委
員
会
が
党
内
の
ベ
テ

ラ
ン
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
は
、
党
と
し
て
の
一
体
性
な
ら

び
に
報
告
の
正
当
性
を
慮
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
処
分
に
際
し

て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
首
相
と
欧
州
理
事
会
の
常
任
議
長
を
歴
任
し
た
ベ

ル
ギ
ー
の
フ
ァ
ン
ロ
ン
パ
イ
を
委
員
長
と
し
、
ド
イ
ツ
人
で
欧
州
議

表　欧州人民党の役員会名簿（2020 年 10 月現在）
氏名 加入政党（カッコ内は国名）現職・前職等

党首 ドナルド・トゥスク 市民プラットフォーム（ポーランド） 元ポーランド首相、元欧州理事会常任議長
欧州委員会委員長 ウルズラ・フォンデアライエン キリスト教民主同盟（ドイツ）元ドイツ防衛相、元ドイツ労働・社会相
欧州理事会常任議長 ─ ─ ─
外務・安全保障上級代表 ─ ─ ─
欧州議会議長 ─ ─ ─
欧州議会会派代表 マンフレート・ベーバー キリスト教社会同盟（ドイツ）元欧州委員会委員長筆頭候補者
名誉党首 ─ ─ ─
副党首（10 名） マリヤ・ガブリエル 欧州発展のためのブルガリア市民 欧州委員会委員（革新・教育担当）

デイビッド・マカリスター キリスト教民主同盟（ドイツ）欧州議会外務委員会委員長
ヘレン・マッケンティー 統七アイルランド党 アイルランド司法相
ヨハネス・ハーン 国民党（オーストリア） 欧州委員会委員（予算担当）
エステル・デランゲ キリスト教民主アピール（オランダ）欧州議会議員
アントニオ・タヤーニ フォルツァ・イタリア 元欧州議会議長、元欧州委員会委員
ジークフリート・ムレシャン 国民自由党（ルーマニア） 欧州議会議員
フランク・プルースト 共和党（フランス） 元欧州議会議員
パウロ・ランゲル 社会民主党（ポルトガル） 欧州議会会派副代表
ペッテリ・オルポ 国民連合党（フィンランド）元フィンランド副首相

財務部長 クリスティアン・シュミット キリスト教社会同盟（ドイツ）元ドイツ運輸・デジタル相
事務長 アントニオ・ロペス・イストゥリズ 国民党（スペイン） 欧州議会議員

出典：STATUTES OF THE EUROPEAN PEOPLE’S PARTY, Article11,

欧州人民党ホームページ https://www.eppgroup.eu/about-us/presidency（2020 年 11 月 ６ 日閲覧）に基づき作成。
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七

会
元
議
長
の
ペ
テ
リ
ン
ク
な
ら
び
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
前
首
相
の
シ
ュ
ッ
セ
ル
が
委
員
会
を
構
成
す
る
も
の
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
処
分
か
ら
は
、
筆
頭
候
補
者
の
条
件
設
定
や
脱
国
境
的
な
組
織
と
し
て
の
党
の
多
元
性
と
い
っ
た
特
徴
を
看
取
で
き

る
。
と
も
あ
れ
、
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
て
留
意
す
る
べ
き
は
、
フ
ィ
デ
ス
を
党
か
ら
除
名
す
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
残
留
さ
せ
た
う
え

で
加
入
政
党
と
し
て
の
権
利
を
停
止
す
る
に
留
め
た
こ
と
で
あ
る
。

フ
ィ
デ
ス
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
施
政
を
鑑
み
て
、
党
で
は
除
名
を
望
む
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
ラ
ジ
オ
局
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
お
い
て
ユ
ン
ケ
ル
は
、
フ
ィ
デ
ス
は
根
拠
な
き
批
判
を
行
っ
た
と
吐
露
し
つ
つ
、
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
と
明
か
し

て
い
る

（
10
）

。
党
に
加
入
す
る
国
内
政
党
の
次
元
で
も
動
き
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
の
政
治
総
会
に
先
立
ち
、
一
三
の
加
入
政

党
が
除
名
処
分
を
検
討
す
る
よ
う
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
ー
ル
欧
州
人
民
党
党
首
に
申
し
入
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
一
三
政
党
の
中
に
は
、
フ
ィ
デ

ス
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
権
与
党
に
返
り
咲
い
て
間
も
な
い
当
時
か
ら
フ
ィ
デ
ス
に
批
判
的
な
も
の
も
含
ま
れ
た
。
此
度
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
国
民
連
合
党
の
音
頭
の
下
に
一
三
の
政
党
が
集
ま
っ
た

（
11
）

。
同
党
以
外
で
は
ベ
ル
ギ
ー
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

ク
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
政
党
が
含
ま
れ
る
と
報
道
さ
れ
た

（
12
）

。
欧
州
人
民
党
の
規
程
に
よ
る
と
、
除
名
を
提
案
で
き
る

の
は
党
役
員
会
か
、
も
し
く
は
異
な
る
五
カ
国
で
活
動
す
る
七
つ
の
加
入
政
党
で
あ
る

（
13
）

。
後
者
の
要
件
を
満
た
す
中
で
の
申
し
入
れ
で

あ
っ
た
。

し
か
し
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
の
政
治
総
会
は
、
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
右
記
二
の

最
初
の
一
文
は
、「
党
役
員
会
と
フ
ィ
デ
ス
は
（
…
）
加
入
資
格
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
共
同
で
合
意
す
る

・

・

・

・

・

・

・

」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

処
分
は
、
加
入
政
党
の
脱
退
、
資
格
停
止
お
よ
び
除
名
を
定
め
る
党
規
程
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
党
役
員
会
と
フ
ィ
デ
ス
が
資

格
停
止
に
共
同
で
合
意
す
る

・
・
・
・
・
・
・

と
い
う
、
フ
ィ
デ
ス
の
体
面
に
配
慮
し
た
文
面
で
あ
っ
た
。

）
六
七
（
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会
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の
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シ
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が
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会
を
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成
す
る
も
の
と
し
た
。

以
上
の
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に
、
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は
、
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頭
候
補
者
の
条
件
設
定
や
脱
国
境
的
な
組
織
と
し
て
の
党
の
多
元
性
と
い
っ
た
特
徴
を
看
取
で
き

る
。
と
も
あ
れ
、
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
て
留
意
す
る
べ
き
は
、
フ
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デ
ス
を
党
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ら
除
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す
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
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た
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え

で
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と
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の
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、
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を
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よ
う
に
進
言
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た
と
明
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し
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る
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。
党
に
加
入
す
る
国
内
政
党
の
次
元
で
も
動
き
が
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た
。
二
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三
月
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日
の
政
治
総
会
に
先
立
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、
一
三
の
加
入
政

党
が
除
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を
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す
る
よ
う
ジ
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・
ド
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ル
欧
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人
民
党
党
首
に
申
し
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て
い
た
。
こ
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ら
一
三
政
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の
中
に
は
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フ
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デ
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が
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政
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与
党
に
返
り
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て
間
も
な
い
当
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ら
フ
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デ
ス
に
批
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的
な
も
の
も
含
ま
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た
。
此
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は
、
フ
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ン
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ン
ド

の
国
民
連
合
党
の
音
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の
下
に
一
三
の
政
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が
集
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た

（
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同
党
以
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で
は
ベ
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ギ
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、
ギ
リ
シ
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、
ス
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デ
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、
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ル

ク
、
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ト
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お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
政
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が
含
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る
と
報
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さ
れ
た

（
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。
欧
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人
民
党
の
規
程
に
よ
る
と
、
除
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を
提
案
で
き
る

の
は
党
役
員
会
か
、
も
し
く
は
異
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る
五
カ
国
で
活
動
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る
七
つ
の
加
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党
で
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。
後
者
の
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を
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す
中
で
の
申
し
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で
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し
か
し
二
〇
一
九
年
三
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日
の
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総
会
は
、
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を
除
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に
は
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た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
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の

最
初
の
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は
、「
党
役
員
会
と
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は
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…
）
加
入
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格
が
停
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こ
と
に
共
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・
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八

政
治
総
会
は
、
Ｅ
Ｕ
機
関
や
各
種
団
体
の
オ
フ
ィ
ス
が
集
積
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
か
れ
た
。
会
場
と
な
っ
た
欧
州
議
会
の
ビ
ル
が
、

冷
戦
終
結
時
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
初
め
て
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
首
相
の
名
を
冠
し
て
い
た
こ
と
は
い
さ
さ
か
皮
肉
め
い
て
い
た
。
総
勢

二
六
〇
名
ほ
ど
か
ら
な
る
政
治
総
会
で
は

（
14
）

、
当
該
議
題
に
つ
い
て
三
時
間
ほ
ど
議
論
が
続
い
た
と
い
う
。
す
で
に
紹
介
し
た
処
分
の
提
案

に
は
、
フ
ォ
ル
ツ
ァ
・
イ
タ
リ
ア
や
ス
ロ
ベ
ニ
ア
民
主
党
等
、
一
部
の
出
席
者
が
最
後
ま
で
反
対
し
た
。
け
れ
ど
も
、
先
に
触
れ
た
よ
う

に
、
他
の
大
多
数
の
出
席
者
が
賛
成
票
を
投
じ
た
こ
と
に
よ
り
提
案
は
採
択
さ
れ
た

（
15
）

。

二
．
フ
ィ
デ
ス
除
名
へ
の
欧
州
人
民
党
の
躊
躇

㈠
　
躊
躇
の
要
因

欧
州
人
民
党
の
政
治
総
会
が
除
名
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
の
は
、
除
名
を
求
め
る
声
が
党
内
で
そ
れ
ほ
ど
高
じ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
を
求
め
た
同
党
の
加
入
政
党
は
十
三
を
数
え
た
。
そ
の
中
に
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
国
民
連

合
党
の
他
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
人
民
党
や
オ
ラ
ン
ダ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
ア
ピ
ー
ル
党
等
、
欧
州
人
民
党
内
部
で
一

定
の
影
響
力
を
も
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
西
欧
お
よ
び
北
欧
の
諸
国
の
み
な
ら
ず
、
南
欧
ギ
リ
シ
ャ
の
新
民
主
主
義
党
と
い
っ
た
政
党
も
名

を
連
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
が
、
政
治
総
会
の
議
論
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
欧
州
人

民
党
に
正
加
入
す
る
政
党
だ
け
で
も
Ｅ
Ｕ
二
七
か
国
か
ら
五
〇
近
く
を
数
え
る

（
1６
）

。
五
〇
の
内
の
一
三
と
い
う
割
合
は
、
必
ず
し
も
高
く
は

な
い
。
し
か
も
、
欧
州
人
民
党
内
部
で
強
い
発
言
力
を
も
つ
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
、
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
党
（
国
民
運

動
連
合
）
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
国
民
党
が
一
三
カ
国
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
で
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ

う
。

）
六
七
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

九

除
名
を
求
め
る
声
が
高
じ
な
か
っ
た
要
因
は
、
三
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
党
の

勢
力
が
縮
小
す
る
こ
と
へ
の
虞
が
あ
っ
た
。
フ
ィ
デ
ス
は
当
時
、
欧
州
議
会
に
一
二
名
の
議
員
を
送
り
込
ん
で
い
た
。
加
入
政
党
の
中
で

六
番
目
に
多
い
フ
ィ
デ
ス
を
失
え
ば

（
17
）

、
そ
れ
だ
け
欧
州
議
会
で
の
党
の
発
言
力
が
弱
ま
る
。
同
様
の
虞
は
、
フ
ィ
デ
ス
が
代
表
す
る
他
の

Ｅ
Ｕ
機
関
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

欧
州
に
お
い
て
欧
州
人
民
党
の
勢
い
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
し
ば
し
高
止
ま
り
の
状
態
に
あ
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
中
・
東
欧

諸
国
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
折
り
に
は
、
こ
れ
ら
諸
国
か
ら
多
く
の
国
内
政
党
と
新
た
に
選
出
さ
れ
た
欧
州
議
会
議
員
を
華
々
し
く
迎
え
入

れ
も
し
た
。
そ
の
よ
う
な
高
止
ま
り
と
高
揚
の
時
代
が
続
い
た
だ
け
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
党
勢
は
な
お
さ
ら
衰
え
を
感
じ
る

も
の
と
な
っ
た
。
問
題
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
党
勢
の
縮
小
だ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
法
と
正
義
や
イ
タ
リ
ア
の
同
盟
の
よ
う
に
、

欧
州
人
民
党
、
欧
州
社
会
党
お
よ
び
欧
州
自
由
民
主
連
合
等
の
親
Ｅ
Ｕ
連
合
に
対
抗
す
る
勢
力
が
伸
長
し
て
い
た
。
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
す

れ
ば
、
こ
う
し
た
勢
力
と
合
流
し
て
自
党
に
牙
を
む
く
シ
ナ
リ
オ
も
あ
り
え
た
。
そ
う
な
る
と
、
通
貨
・
財
政
政
策
や
難
民
政
策
で
揺
ら

ぐ
Ｅ
Ｕ
が
さ
ら
に
不
安
定
な
運
営
の
下
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
避
け
る
た
め
に
、
権
利
停
止
の
処
分
で
結
着
が
図
ら

れ
た
の
で
あ
る

（
18
）

。

西
欧
お
よ
び
北
欧
に
位
置
す
る
加
盟
国
の
有
力
政
党
が
、
中
・
東
欧
諸
国
に
進
出
す
る
産
業
界
に
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図

が
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
し
な
い
第
二
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
西
欧
や
北
欧
に
本
社
を
お
く
多
国
籍
企
業
は
、
オ
ル
バ
ン
が
政
権
に
返

り
咲
い
た
二
〇
一
〇
年
以
降
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
投
資
を
増
加
さ
せ
て
い
た
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
、
二
〇
一
〇
年

代
後
半
期
に
な
っ
て
も
投
資
熱
を
保
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
Ｂ
Ｍ
Ｗ
グ
ル
ー
プ
が
、
同
国
東
部
の
デ
ブ
レ
ツ
ェ
ン
で
工
場
を
整
備

す
る
計
画
を
発
表
し
た
。
さ
ら
に
は
、
二
〇
二
〇
年
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
あ
っ
て
も
、
メ
ル
セ
デ
ス
社
が
同
国
中
央
部
の
ケ
チ
ケ

）
六
七
（
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九

除
名
を
求
め
る
声
が
高
じ
な
か
っ
た
要
因
は
、
三
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
党
の

勢
力
が
縮
小
す
る
こ
と
へ
の
虞
が
あ
っ
た
。
フ
ィ
デ
ス
は
当
時
、
欧
州
議
会
に
一
二
名
の
議
員
を
送
り
込
ん
で
い
た
。
加
入
政
党
の
中
で

六
番
目
に
多
い
フ
ィ
デ
ス
を
失
え
ば

（
17
）

、
そ
れ
だ
け
欧
州
議
会
で
の
党
の
発
言
力
が
弱
ま
る
。
同
様
の
虞
は
、
フ
ィ
デ
ス
が
代
表
す
る
他
の

Ｅ
Ｕ
機
関
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

欧
州
に
お
い
て
欧
州
人
民
党
の
勢
い
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
し
ば
し
高
止
ま
り
の
状
態
に
あ
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
中
・
東
欧

諸
国
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
折
り
に
は
、
こ
れ
ら
諸
国
か
ら
多
く
の
国
内
政
党
と
新
た
に
選
出
さ
れ
た
欧
州
議
会
議
員
を
華
々
し
く
迎
え
入

れ
も
し
た
。
そ
の
よ
う
な
高
止
ま
り
と
高
揚
の
時
代
が
続
い
た
だ
け
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
党
勢
は
な
お
さ
ら
衰
え
を
感
じ
る

も
の
と
な
っ
た
。
問
題
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
党
勢
の
縮
小
だ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
法
と
正
義
や
イ
タ
リ
ア
の
同
盟
の
よ
う
に
、

欧
州
人
民
党
、
欧
州
社
会
党
お
よ
び
欧
州
自
由
民
主
連
合
等
の
親
Ｅ
Ｕ
連
合
に
対
抗
す
る
勢
力
が
伸
長
し
て
い
た
。
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
す

れ
ば
、
こ
う
し
た
勢
力
と
合
流
し
て
自
党
に
牙
を
む
く
シ
ナ
リ
オ
も
あ
り
え
た
。
そ
う
な
る
と
、
通
貨
・
財
政
政
策
や
難
民
政
策
で
揺
ら

ぐ
Ｅ
Ｕ
が
さ
ら
に
不
安
定
な
運
営
の
下
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
避
け
る
た
め
に
、
権
利
停
止
の
処
分
で
結
着
が
図
ら

れ
た
の
で
あ
る

（
18
）

。

西
欧
お
よ
び
北
欧
に
位
置
す
る
加
盟
国
の
有
力
政
党
が
、
中
・
東
欧
諸
国
に
進
出
す
る
産
業
界
に
配
慮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図

が
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
し
な
い
第
二
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
西
欧
や
北
欧
に
本
社
を
お
く
多
国
籍
企
業
は
、
オ
ル
バ
ン
が
政
権
に
返

り
咲
い
た
二
〇
一
〇
年
以
降
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
投
資
を
増
加
さ
せ
て
い
た
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
、
二
〇
一
〇
年

代
後
半
期
に
な
っ
て
も
投
資
熱
を
保
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
Ｂ
Ｍ
Ｗ
グ
ル
ー
プ
が
、
同
国
東
部
の
デ
ブ
レ
ツ
ェ
ン
で
工
場
を
整
備

す
る
計
画
を
発
表
し
た
。
さ
ら
に
は
、
二
〇
二
〇
年
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
あ
っ
て
も
、
メ
ル
セ
デ
ス
社
が
同
国
中
央
部
の
ケ
チ
ケ

）
六
七
（
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一
〇

メ
ー
ト
で
電
気
自
動
車
の
生
産
を
構
想
し
て
い
た

（
19
）

。

民
族
主
義
的
な
施
政
を
展
開
し
つ
つ
外
国
資
本
を
呼
び
込
む
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
オ
ル
バ
ン
の
才
覚
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
と
り

わ
け
苦
し
い
立
場
に
あ
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業

献
金
と
ロ
ビ
イ
ン
グ
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

（
20
）

。
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
歴
史
的
な
関
係
も
相
ま
っ
て

（
21
）

、
両

党
が
オ
ル
バ
ン
へ
の
懲
罰
的
な
措
置
に
容
易
に
賛
同
す
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
想
起
す
れ
ば
、
加
入
資
格
の
停
止
で
結
着
す
る
よ
う
促
し
た
の
が
両
党
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
納
得
が
い
く
。

ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
党
首
職
を
譲
り
受
け
た
ア
ン
ネ
グ
レ
ト
・
ク
ラ
ン
プ
カ
レ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
、「
オ

ル
バ
ン
の
信
用
が
回
復
し
な
い
限
り
、
通
常
の
加
入
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
メ
デ
ィ
ア
に
応
え
た

（
22
）

。
キ
リ
ス
ト
教

社
会
同
盟
に
所
属
す
る
前
出
の
ベ
ー
バ
ー
は
、「（
処
分
に
よ
っ
て
）
フ
ィ
デ
ス
は
、
欧
州
人
民
党
の
今
後
の
政
治
方
針
に
つ
い
て
発
言
権

を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
た

（
23
）

。
い
ず
れ
の
コ
メ
ン
ト
も
耳
触
り
は
よ
い
が
、
見
方
に
よ
れ
ば
除
名
に
向
け
た
け
ん
制
と
も
と
れ

る
。第

三
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
欧
州
人
民
党
の
ド
ー
ル
党
首
が
党
の
家
族
的
な
雰
囲
気
を
努
め
て
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
重
ん
じ
ら
れ
る
組
織
は
、
結
束
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
し
、
メ
ン
バ
ー
も
誇
り
を
も
っ
て
活
動
に
関
わ
れ
よ
う
。
け

れ
ど
も
反
面
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
は
馴
れ
合
い
を
生
み
や
す
く
も
な
る
。

そ
う
し
た
馴
れ
合
い
が
、
党
と
し
て
フ
ィ
デ
ス
に
対
応
す
る
際
に
表
れ
た
。
二
〇
一
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
フ
ィ
デ
ス
が
実
施
し
た

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
難
民
政
策
は
、
あ
ま
り
に
排
外
的
で
あ
る
と
し
て
同
国
の
内
外
か
ら
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
ド
ー
ル
は
、「（
オ

ル
バ
ン
は
）
欧
州
人
民
党
一
家
の
異
端
児
で
は
あ
る
が
、
私
は
彼
を
気
に
入
っ
て
い
る
。
我
々
は
常
に
解
決
策
を
見
い
だ
せ
る
」
と
弁
明

）
六
七
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

一
一

し
た

（
24
）

。
フ
ィ
デ
ス
へ
の
風
当
た
り
が
さ
ら
に
強
ま
っ
た
二
〇
一
八
年
の
時
点
に
お
い
て
さ
え
、
ド
ー
ル
は
「
オ
ル
バ
ン
は
異
端
児
で
は
あ

る
が
（
…
）
我
が
家
族
の
一
員
な
の
だ
」
と
繰
り
返
し
た

（
25
）

。

ハ
ン
ガ
リ
ー
問
題
の
脈
絡
で
ド
ー
ル
が
「
欧
州
人
民
党
一
家
」
や
「
我
が
家
族
」
の
表
現
を
用
い
た
意
図
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
元
来

党
全
体
の
調
整
を
得
意
と
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
の
か
、
他
国
の
政
治
体
制
に
拘
泥
し
な
い
信
条
を
も
つ
の
か
、
あ
る
い
は
党
内
の
側
近
で

あ
る
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ヤ
ー
ニ
ら
か
ら
助
言
が
あ
っ
た
の
か
は
憶
測
す
る
ほ
か
な
い

（
2６
）

。
と
も
あ
れ
党
首
で
あ
る
彼
の
意
向
は
、
多
く
の
党

関
係
者
に
よ
っ
て
斟
酌
さ
れ
よ
う
。
政
治
総
会
が
除
名
処
分
に
踏
み
込
め
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ド
ー
ル
の
影
響
も
あ
っ
た

も
の
と
推
察
で
き
る
。

㈡
　
欧
州
議
会
会
派
に
お
け
る
フ
ィ
デ
ス
の
処
遇

欧
州
人
民
党
の
党
内
で
見
ら
れ
た
躊
躇
は
、
欧
州
議
会
に
お
け
る
同
党
会
派
の
運
営
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
た
。

フ
ィ
デ
ス
に
所
属
す
る
欧
州
議
会
議
員
は
、
た
し
か
に
会
派
お
よ
び
欧
州
議
会
の
い
ず
れ
の
役
職
に
も
推
薦
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
彼
ら
は
、
会
派
の
会
合
に
は
従
来
通
り
に
出
席
し
た
。
う
ち
一
名
は
、
処
分
前
か
ら
務
め
て
い
た
会
派
副
代
表
の
任
期
を
辞
職
せ
ず
に

全
う
も
し
た

（
27
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
別
の
副
代
表
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
選
出
の
エ
ス
テ
バ
ン
・
ゴ
ン
ザ
レ
ス
・
ポ
ン
ズ
議
員
は
、

フ
ィ
デ
ス
所
属
議
員
へ
の
会
派
の
対
応
に
つ
い
て
党
か
ら
指
示
が
な
い
と
メ
デ
ィ
ア
に
回
答
し
た
。
指
示
が
な
い
ゆ
え
に
、
会
派
と
し
て

は
取
り
立
て
て
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
と
し
た
の
で
あ
る

（
28
）

。
そ
の
よ
う
な
目
こ
ぼ
し
は
、
オ
ル
バ
ン
に
近
し
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
欧
州
委

員
会
人
事
の
際
に
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
常
駐
代
表
の
バ
ー
ル
ヘ
イ
・
オ
リ
ベ
ル
が
フ
ォ
ン
デ
ア
ラ
イ
エ
ン
新
委
員
会
の
近

隣
・
拡
大
政
策
担
当
委
員
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
、
会
派
の
ス
ポ
ー
ク
ス
パ
ー
ソ
ン
が
公
式
サ
イ
ト
で
わ
ざ
わ
ざ
祝
福
し
て
い
る

（
29
）

。
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し
た

（
24
）

。
フ
ィ
デ
ス
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さ
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二
〇
一
八
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の
時
点
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、
ド
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児
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が
（
…
）
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（
25
）

。
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で
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オ
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タ
ヤ
ー
ニ
ら
か
ら
助
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が
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の
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は
憶
測
す
る
ほ
か
な
い

（
2６
）

。
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党
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踏
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。
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あ
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近
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新
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一
二

欧
州
人
民
党
の
欧
州
議
会
会
派
が
同
党
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
党
の
規
程
は
、
欧
州
議
会
に
お
い
て
は
そ
の
会

派
が
党
を
代
表
す
る
と
明
記
す
る

（
30
）

。
会
派
の
代
表
が
、
同
党
党
首
や
欧
州
委
員
会
委
員
長
ら
と
と
も
に
党
役
員
会
に
名
を
連
ね
る
こ
と
も

規
程
で
決
ま
っ
て
い
る

（
31
）

。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
さ
え
同
党
の
会
派
は
、
同
党
か
ら
の
一
定
の
自
律
性
を
享
受
す
る
。
Ｅ
Ｕ

の
政
策
形
成
に
自
会
派
の
利
益
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
動
は
、
欧
州
議
会
内
の
他
の
会
派
と
の
協
力
や
妥
協
を
図
る
行
動
と
と
も
に

個
別
具
体
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
会
派
の
行
動
様
式
は
、
汎
欧
州
的
な
団
結
に
重
き
を
お
く
欧
州
人
民
党
の
そ
れ
と
常
に
整
合
す
る
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う

（
32
）

。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
会
派
に
よ
る
フ
ィ
デ
ス
の
目
こ
ぼ
し
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
な
目
こ
ぼ
し
自
体
が
、
フ
ィ
デ
ス
に
毅
然
と
向
き
合
え
な
い
党
の
状
況
を
反
映
し
て
も
い
た
。

三
．
フ
ィ
デ
ス
に
よ
る
欧
州
人
民
党
へ
の
残
留

こ
れ
ま
で
欧
州
人
民
党
が
フ
ィ
デ
ス
の
加
入
資
格
を
停
止
し
た
経
緯
や
要
因
を
見
て
き
た
。
本
節
で
は
オ
ル
バ
ン
と
フ
ィ
デ
ス
の
立
場

か
ら
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
の
処
分
に
接
近
し
た
い
。

㈠
　
選
択
肢
と
し
て
の
残
留

加
入
資
格
が
停
止
さ
れ
た
フ
ィ
デ
ス
に
は
、
欧
州
人
民
党
か
ら
脱
退
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
フ
ィ
デ
ス
に
親
和
す
る
思
考
と

行
動
様
式
を
も
つ
政
党
は
、
欧
州
人
民
党
の
む
し
ろ
外
部
に
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
二
〇
一
五
年
以
降
ポ
ー
ラ
ン
ド
与
党
に
返
り
咲
い
て

い
た
法
と
正
義
は
、
フ
ィ
デ
ス
と
似
た
施
政
を
展
開
し
て
批
判
を
浴
び
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
同
盟
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
自
由
党
等
と
も
、

フ
ィ
デ
ス
は
密
接
な
協
力
関
係
を
模
索
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
欧
州
人
民
党
か
ら
脱
退
し
て
こ
れ
ら
の
政
党
と
合
流
す
れ
ば
、
同
党
内
部
の

）
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六
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一
三

諍
い
で
消
耗
す
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
決
定
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

し
か
し
オ
ル
バ
ン
は
、
容
易
に
は
フ
ィ
デ
ス
を
脱
退
さ
せ
な
か
っ
た
。
政
治
総
会
に
よ
る
処
分
か
ら
二
か
月
を
経
て
実
施
さ
れ
た
欧
州

議
会
選
挙
で
は
、
フ
ィ
デ
ス
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
引
き
続
き
安
定
し
た
国
内
支
持
を
得
た

（
33
）

。
こ
の
よ
う
に
国
家
次
元
で
好
調
を
保

ち
な
が
ら
も
、
オ
ル
バ
ン
は
欧
州
人
民
党
評
価
委
員
会
の
判
断
に
委
ね
る
姿
勢
を
示
し
続
け
た
。

㈡
　
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
へ
の
愛
執
：
相
思
相
愛
か
ら
共
依
存
へ

オ
ル
バ
ン
が
容
易
に
フ
ィ
デ
ス
を
脱
退
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
す
る
べ
き
差
し
迫
っ
た
理
由
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
光

景
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
法
と
正
義
や
同
盟
と
組
ん
で
ま
で
成
し
遂
げ
た
い
目
的
を
、
オ
ル
バ
ン
は
Ｅ
Ｕ
に
お
い

て
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
将
来
像
や
実
施
さ
れ
る
べ
き
共
通
政
策
を
意
見
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
政

党
と
組
む
よ
り
は
ビ
シ
ェ
グ
ラ
ー
ド
四
か
国
と
い
う
中
・
東
欧
の
枠
組
み
を
用
い
る
方
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
フ
ィ
デ
ス
を
残
留
さ
せ
た
理
由
を
、
こ
の
よ
う
な
合
理
性
に
の
み
求
め
る
こ
と
に
は
釈
然
と
し
な
い
。
と
い
う
の
も
オ
ル
バ
ン

は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
理
念
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
欧
州
人
民
党
に
愛
執
と
も
い
え
る
感
情
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

欧
州
人
民
党
に
抱
く
オ
ル
バ
ン
の
感
情
は
、
西
欧
を
拠
点
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
こ
こ
で
は
無
作
為
に
四
紙
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
へ
の
オ
ル
バ
ン
の
回
答
を
以
下
に
引
用
し
た
い
。
丸
カ
ッ
コ
内
は
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
掲
載
紙
と
そ
の
公
刊
日
で
あ
る
。

「（
…
）
私
が
政
治
家
と
し
て
歩
み
始
め
た
三
〇
年
前
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
、
社
会
民
主
主
義
お
よ
び
自
由
主
義
が
し
の
ぎ
を

）
六
六
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で
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避
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、
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の
政
策
決
定
に
一
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の
影
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を
及
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す
こ
と
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可
能
で
あ
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た
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し
か
し
オ
ル
バ
ン
は
、
容
易
に
は
フ
ィ
デ
ス
を
脱
退
さ
せ
な
か
っ
た
。
政
治
総
会
に
よ
る
処
分
か
ら
二
か
月
を
経
て
実
施
さ
れ
た
欧
州

議
会
選
挙
で
は
、
フ
ィ
デ
ス
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
い
て
引
き
続
き
安
定
し
た
国
内
支
持
を
得
た

（
33
）

。
こ
の
よ
う
に
国
家
次
元
で
好
調
を
保

ち
な
が
ら
も
、
オ
ル
バ
ン
は
欧
州
人
民
党
評
価
委
員
会
の
判
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に
委
ね
る
姿
勢
を
示
し
続
け
た
。

㈡
　
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
へ
の
愛
執
：
相
思
相
愛
か
ら
共
依
存
へ

オ
ル
バ
ン
が
容
易
に
フ
ィ
デ
ス
を
脱
退
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
す
る
べ
き
差
し
迫
っ
た
理
由
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
光

景
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
法
と
正
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や
同
盟
と
組
ん
で
ま
で
成
し
遂
げ
た
い
目
的
を
、
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ル
バ
ン
は
Ｅ
Ｕ
に
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い

て
有
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い
な
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と
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う
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で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
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や
実
施
さ
れ
る
べ
き
共
通
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る
の
で
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ば
、
こ
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の
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と
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は
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国
と
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う
中
・
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の
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を
用
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る
方
が
有
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で
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う
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し
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し
フ
ィ
デ
ス
を
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せ
た
理
由
を
、
こ
の
よ
う
な
合
理
性
に
の
み
求
め
る
こ
と
に
は
釈
然
と
し
な
い
。
と
い
う
の
も
オ
ル
バ
ン

は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
理
念
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
欧
州
人
民
党
に
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執
と
も
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え
る
感
情
を
抱
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て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

欧
州
人
民
党
に
抱
く
オ
ル
バ
ン
の
感
情
は
、
西
欧
を
拠
点
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
こ
こ
で
は
無
作
為
に
四
紙
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
へ
の
オ
ル
バ
ン
の
回
答
を
以
下
に
引
用
し
た
い
。
丸
カ
ッ
コ
内
は
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
掲
載
紙
と
そ
の
公
刊
日
で
あ
る
。

「（
…
）
私
が
政
治
家
と
し
て
歩
み
始
め
た
三
〇
年
前
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
、
社
会
民
主
主
義
お
よ
び
自
由
主
義
が
し
の
ぎ
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一
四

削
っ
て
い
た
。
そ
の
後
優
勢
に
な
っ
た
自
由
主
義
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
選
挙
で
負
け
る
度
に
民
主
主
義
の
終
焉
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
社
会
民
主
主
義
が
衰
退
す
る
中
、
自
由
主
義
の
思
考
か
ら
自
ら
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
も
滅
び
て
し
ま
う
。

（
…
）
フ
ィ
デ
ス
を
欧
州
人
民
党
に
招
き
入
れ
て
く
れ
た
の
は
、
深
く
敬
愛
す
る
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
欧
州
人
民
党
を
強

固
に
す
る
こ
と
が
我
々
の
目
的
で
あ
る
。
党
内
の
左
派
は
適
当
な
理
由
を
つ
け
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
攻
撃
す
る
が
、
本
当
は
党
を
弱
め
た
い

の
で
あ
る
。
我
々
が
脱
退
す
れ
ば
、
次
は
イ
タ
リ
ア
に
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
彼
ら
は
狙
い
を
定
め
る
。」（
独
ベ
ル
ト
・
ア
ム
・
ゾ
ン

タ
ー
ク
紙
、
二
〇
一
九
年
三
月
二
日

（
34
））

「（
…
）
欧
州
人
民
党
は
自
滅
に
向
け
て
準
備
し
て
い
る
。
同
党
は
左
派
と
と
も
に
凋
落
し
た
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
同
党
に
所
属
す
る

加
盟
国
首
脳
の
数
は
減
っ
て
お
り
、
今
後
も
減
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。（
…
同
党
は
）
左
派
と
協
働
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

右
派
と
の
協
力
を
模
索
す
る
し
か
な
い
。
マ
ッ
テ
オ
・
サ
ル
ビ
ー
ニ
と
連
携
す
れ
ば
強
力
に
な
る
。
欧
州
人
民
党
に
加
入
す
る
シ
ル
ビ

オ
・
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
の
フ
ォ
ル
ツ
ァ
・
イ
タ
リ
ア
が
連
携
の
鍵
を
握
る
。（
…
）
西
欧
と
中
欧
は
違
い
す
ぎ
る
。
西
欧
の
人
々
が
他
者

の
権
利
と
多
文
化
主
義
を
重
視
す
る
こ
と
に
、
私
は
異
を
唱
え
な
い
。
た
だ
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
西
欧
に
付
き
従
わ
な
い
こ
と
は
受
け
入

れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
我
が
国
は
、
民
族
を
団
結
さ
せ
る
力
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
基

づ
く
民
主
主
義
と
い
う
点
で
、
我
が
国
は
自
由
主
義
を
信
奉
し
な
い
。」（
南
ド
イ
ツ
新
聞
、
二
〇
一
九
年
五
月
一
日

（
35
））。

「（
…
欧
州
人
民
党
を
脱
退
し
て
）
民
族
主
義
の
諸
政
党
に
合
流
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
こ
と
を
私
は
望
ま
な
い
。
欧
州

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
勢
力
は
左
傾
化
し
た
。
左
傾
化
が
続
け
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
勢
力
は
左
派
や
社
会
主

義
勢
力
と
の
連
携
を
保
た
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ
れ
ら
に
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ひ
い
て
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
価

値
を
失
う
こ
と
に
な
る
。（
各
国
の
）
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
中
で
、
我
が
党
を
含
む
周
辺
部
の
政
党
に

）
六
七
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

一
五

大
い
な
る
機
会
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
党
は
、
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
と
名
乗
る
こ
と
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
を
体

現
し
て
い
る
。」（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ク
ラ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ン
ク
紙
、
二
〇
一
九
年
五
月
五
日

（
3６
））

「（
…
）
一
三
の
国
内
政
党
が
欧
州
議
会
選
挙
の
直
前
に
除
名
を
求
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
最
も
馬
鹿
々
々
し
い
出
来

事
で
あ
っ
た
。
欧
州
人
民
党
の
指
導
者
ら
は
、
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
ほ
ど
弱
く
な
っ
て
い
た
。（
…
党
の
筆
頭
候
補
者
で
あ
る
）
ベ
ー
バ
ー

は
礼
儀
を
わ
き
ま
え
て
い
る
が
、
自
身
の
信
念
の
た
め
に
闘
う
意
志
を
も
た
な
い
。
彼
は
適
応
し
よ
う
と
す
る
。
現
時
点
で
、
彼
が
欧
州

社
会
党
の
フ
ラ
ン
ス
・
チ
マ
ー
マ
ン
ス
と
ど
う
違
う
の
か
、
外
見
を
除
い
て
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
彼
は
も
う
保
守
政
治
家
で
は
な
い
。

（
…
）
欧
州
人
民
党
が
ま
だ
政
治
的
な
故
郷
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
え
は
是
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
サ
ル
ビ
ー
ニ
ら
と
新
た
な
連
携
を
築

く
か
は
、
欧
州
人
民
党
次
第
で
あ
る
。
同
党
が
成
功
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
私
は
労
を
惜
し
ま
な
い
。
欧
州
人
民
党
は
左
派
と
結
び
つ
い

て
ほ
し
く
な
い
。
欧
州
の
左
派
は
移
民
流
入
を
止
め
た
が
ら
ず
、
そ
の
管
理
も
し
た
が
ら
な
い
。」（
独
ビ
ル
ト
紙
、
二
〇
一
九
年
五
月

二
七
日

（
37
））

以
上
の
オ
ル
バ
ン
の
回
答
か
ら
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
点
を
抽
出
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
オ
ル
バ
ン
の
思
考
を
反
映
す
る
言
説
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
信
奉
者
と
し
て
の
オ
ル
バ
ン
が
、
欧
州
人
民
党
で
同
居
す
る
左
派
お
よ
び
自

由
主
義
の
勢
力
と
の
闘
い
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
オ
ル
バ
ン
は
、
左
派
や
自
由
主
義
は
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
は
述

べ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
出
の
ク
ラ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ン
ク
紙
に
お
い
て
彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
勃
興
期
、

な
ら
び
に
冷
戦
終
結
期
に
立
ち
現
れ
た
自
由
主
義
を
肯
定
的
に
評
価
す
る

（
38
）

。
オ
ル
バ
ン
に
と
っ
て
問
題
は
、
自
由
主
義
が
冷
戦
終
結
時
か

ら
変
質
し
、
欧
州
人
民
党
内
部
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
勢
力
を
掘
り
崩
し
た
こ
と
で
あ
る

（
39
）

。
フ
ィ
デ
ス
は
、
こ
の
状
況
を
阻
止
す
る
べ

く
同
党
に
残
留
す
る
使
命
を
負
う
と
す
る
。

）
六
七
（



欧
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）

一
五

大
い
な
る
機
会
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
党
は
、
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
と
名
乗
る
こ
と
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
を
体

現
し
て
い
る
。」（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ク
ラ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ン
ク
紙
、
二
〇
一
九
年
五
月
五
日

（
3６
））

「（
…
）
一
三
の
国
内
政
党
が
欧
州
議
会
選
挙
の
直
前
に
除
名
を
求
め
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
最
も
馬
鹿
々
々
し
い
出
来

事
で
あ
っ
た
。
欧
州
人
民
党
の
指
導
者
ら
は
、
こ
れ
を
拒
絶
で
き
な
い
ほ
ど
弱
く
な
っ
て
い
た
。（
…
党
の
筆
頭
候
補
者
で
あ
る
）
ベ
ー
バ
ー

は
礼
儀
を
わ
き
ま
え
て
い
る
が
、
自
身
の
信
念
の
た
め
に
闘
う
意
志
を
も
た
な
い
。
彼
は
適
応
し
よ
う
と
す
る
。
現
時
点
で
、
彼
が
欧
州

社
会
党
の
フ
ラ
ン
ス
・
チ
マ
ー
マ
ン
ス
と
ど
う
違
う
の
か
、
外
見
を
除
い
て
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
彼
は
も
う
保
守
政
治
家
で
は
な
い
。

（
…
）
欧
州
人
民
党
が
ま
だ
政
治
的
な
故
郷
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
え
は
是
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
サ
ル
ビ
ー
ニ
ら
と
新
た
な
連
携
を
築

く
か
は
、
欧
州
人
民
党
次
第
で
あ
る
。
同
党
が
成
功
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
私
は
労
を
惜
し
ま
な
い
。
欧
州
人
民
党
は
左
派
と
結
び
つ
い

て
ほ
し
く
な
い
。
欧
州
の
左
派
は
移
民
流
入
を
止
め
た
が
ら
ず
、
そ
の
管
理
も
し
た
が
ら
な
い
。」（
独
ビ
ル
ト
紙
、
二
〇
一
九
年
五
月

二
七
日

（
37
））

以
上
の
オ
ル
バ
ン
の
回
答
か
ら
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
点
を
抽
出
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
オ
ル
バ
ン
の
思
考
を
反
映
す
る
言
説
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
信
奉
者
と
し
て
の
オ
ル
バ
ン
が
、
欧
州
人
民
党
で
同
居
す
る
左
派
お
よ
び
自

由
主
義
の
勢
力
と
の
闘
い
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
オ
ル
バ
ン
は
、
左
派
や
自
由
主
義
は
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
は
述

べ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
出
の
ク
ラ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ン
ク
紙
に
お
い
て
彼
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
勃
興
期
、

な
ら
び
に
冷
戦
終
結
期
に
立
ち
現
れ
た
自
由
主
義
を
肯
定
的
に
評
価
す
る

（
38
）

。
オ
ル
バ
ン
に
と
っ
て
問
題
は
、
自
由
主
義
が
冷
戦
終
結
時
か

ら
変
質
し
、
欧
州
人
民
党
内
部
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
勢
力
を
掘
り
崩
し
た
こ
と
で
あ
る

（
39
）

。
フ
ィ
デ
ス
は
、
こ
の
状
況
を
阻
止
す
る
べ

く
同
党
に
残
留
す
る
使
命
を
負
う
と
す
る
。

）
六
七
（



政
経
研
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　第
五
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

一
六

こ
の
よ
う
な
回
答
は
、
残
留
し
た
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
勘
考
も
あ
り
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
オ
ル
バ

ン
は
、
欧
州
人
民
党
や
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
に
つ
い
て
抱
く
感
情
を
繰
り
返
し
明
か
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
で
閣
僚
を
務
め
る
同
志
は
理
事
会
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
フ
ィ
デ
ス
か
ら
出
馬
し
た
欧
州
議
会
議
員
は
欧
州
議
会
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
欧
州
人
民
党
お
よ
び
そ
の
会
派
の
方
針
と
党
議
に
常
々
従
っ
て
き
た
。
カ
レ
ン
バ
ウ
ア
ー
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
の
欧

州
議
会
選
挙
を
控
え
る
会
見
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「（
フ
ィ
デ
ス
が
）
欧
州
人
民
党
か
ら
一
度
脱
退
す
れ
ば
、
二
度
と
党
に
は

戻
れ
ま
い

（
40
）

」。
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
口
を
衝
い
て
で
た
の
も
、
カ
レ
ン
バ
ウ
ア
ー
が
党
に
対
す
る
オ
ル
バ
ン
の
特
別
の
感
情
を
察
知
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
デ
ス
は
欧
州
人
民
党
か
ら
脱
退
せ
ず
、
欧
州
人
民
党
も
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
に
躊
躇
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
互
い
に
互
い
を

必
要
と
す
る
相
思
相
愛
を
超
え
て
、
も
は
や
共
依
存
（codependency

）
の
磁
界
に
達
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
共
依
存
は
、
心

理
面
に
お
け
る
過
剰
な
相
互
依
存
状
態
を
指
す
概
念
と
し
て
知
ら
れ
る

（
41
）

。
そ
の
よ
う
な
関
係
性
と
似
た
も
の
が
、
フ
ィ
デ
ス
と
欧
州
人
民

党
と
い
う
二
つ
の
組
織
の
間
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
。

四
．
欧
州
人
民
党
と
Ｅ
Ｕ
の
混
迷

㈠
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
問
題
の
閉
塞

第
九
期
欧
州
議
会
の
初
招
集
か
ら
フ
ォ
ン
デ
ア
ラ
イ
エ
ン
欧
州
委
員
会
の
発
足
へ
と
続
い
た
二
〇
一
九
年
後
半
は
、
Ｅ
Ｕ
と
し
て
新
た

な
ス
タ
ー
ト
を
刻
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
対
応
が
活
性
化
す
る
材
料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
Ｅ
Ｕ
機
関
は
静
観
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
欧
州
委
員
会
の
委
員
選
考
に
お
い
て
は
、
欧
州
議
会
の
法
律
委
員
会
が
、

）
六
七
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

一
七

フ
ィ
デ
ス
に
よ
っ
て
推
挙
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
元
司
法
相
を
反
対
多
数
で
任
命
不
可
と
し
た
。
そ
れ
は
、
金
銭
的
な
利
害
相
反
を
問
題
視

し
た
結
果
で
あ
る
が

（
42
）

、
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
紙
は
元
司
法
相
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。「（
元
司
法
相
は
）
自
身
が
一
員
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
欧
州
委
員
会
と
の
摩
擦
を
こ
れ
ま
で
生
ん
で
き
た
張
本
人
で
あ
る
。
彼
こ
そ
が
、
難
民
支
援
に
従
事
す
る
非
政
府
組
織
を

処
罰
で
き
る
立
法
を
進
め
、
亡
命
申
請
者
を
劣
悪
な
環
境
下
に
収
容
し
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
を
ブ
ダ
ペ
ス
ト
か
ら
強
制
的
に
退
去
さ

せ
る
措
置
を
統
括
し
た

（
43
）

」。「（
彼
を
推
挙
し
た
フ
ィ
デ
ス
は
）
我
々
を
挑
発
し
た
」
と
同
紙
で
コ
メ
ン
ト
し
た
欧
州
議
会
議
員
ま
で
い
た
も

の
の

（
44
）

、
フ
ィ
デ
ス
が
推
挙
し
た
別
の
人
物

─
前
出
の
バ
ー
ル
ヘ
イ
で
あ
る

─
が
結
局
は
委
員
に
就
任
し
て
い
る
。

理
事
会
で
も
動
き
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
九
年
下
半
期
に
理
事
会
議
長
国
を
務
め
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
、
同
年
九
月
一
六
日
お
よ
び
一
二

月
一
〇
日
の
二
度
に
わ
た
り
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
か
ら
聴
取
す
る
機
会
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
七
条
に
基
づ
く
公
式

の
機
会
で
あ
っ
た
た
め
に
、
フ
ィ
デ
ス
も
応
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
新
た
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
司
法
相
に
就
い
た
バ
ル
ガ
・
ユ
デ
ィ
ト
を
は

じ
め
数
名
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
代
表
団
が
、
一
〇
カ
国
ほ
ど
の
加
盟
国
代
表
お
よ
び
欧
州
委
員
会
代
表
か
ら
、
司
法
の
独
立
性
、
汚
職
対
策
、

メ
デ
ィ
ア
の
独
立
性
、
学
問
と
表
現
の
自
由
、
移
民
・
亡
命
申
請
者
・
難
民
、
行
政
裁
判
所
の
改
変
等
広
範
な
事
案
に
つ
い
て
聴
取
さ
れ

た
（
45
）

。
け
れ
ど
も
、
聴
取
が
不
満
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
バ
ル
ガ
が
「
政
治
的
な
魔
女
狩
り
だ
」
と
聴
取
を
難
じ
た
と
報
じ
ら
れ
た

（
4６
）

。
彼
女

と
同
席
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
務
長
官
の
コ
バ
チ
・
ゾ
ル
タ
ン
は
、
聴
取
中
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
更
新
し
続
け
た
こ
と
を
た
し
な
め
ら
れ
た
。

ツ
イ
ー
ト
の
ひ
と
つ
は
、
自
国
出
身
の
富
豪
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
と
欧
州
委
員
会
の
ベ
ラ
・
ヨ
ウ
ロ
バ
副
委
員
長
の
写
真
を
、「
こ
れ
が

ソ
ロ
ス
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
や
り
方
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
付
し
て
投
稿
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
47
）

。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
下
理
事
会
が
聴
取

を
行
っ
た
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
進
展
で
あ
っ
た
が
、
解
決
の
糸
口
を
見
い
だ
す
に
は
程
遠
い
状
況
で
あ
っ
た
。

）
六
七
（
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七

フ
ィ
デ
ス
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推
挙
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れ
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ン
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リ
ー
元
司
法
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を
反
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多
数
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命
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と
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た
。
そ
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し
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（
42
）

、
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司
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司
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摩
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あ
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。
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収
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（
43
）
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デ
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の
の

（
44
）
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デ
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あ
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。
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。
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Ｕ
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司
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デ
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司
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独
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を
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Ｕ
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）

一
八

㈡
　
評
価
委
員
会
の
機
能
麻
痺

翌
二
〇
二
〇
年
を
迎
え
て
も
、
欧
州
人
民
党
は
フ
ィ
デ
ス
と
の
関
係
を
「
清
算
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う

か
、
同
年
に
お
い
て
双
方
の
関
係
は
さ
ら
に
混
迷
し
た
。

欧
州
議
会
は
、
同
年
一
月
一
六
日
に
採
択
し
た
決
議
に
お
い
て
、
理
事
会
が
聴
取
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
善
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を

遺
憾
で
あ
る
と
し
た

（
48
）

。
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
名
指
し
し
た
こ
の
決
議
に
つ
い
て
、
オ
ル
バ
ン
は
自
国
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
「（
欧

州
人
民
党
と
い
う
）
家
族
の
多
数
が
裏
切
っ
た
が
ゆ
え
に
」
採
択
さ
れ
た
と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、「
フ
ィ
デ
ス
は
脱
退
す
る
寸
前
で
あ
っ

た
」、「
欧
州
人
民
党
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
擁
護
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、（
脱
退
し
て
）
新
た
な
欧
州
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
運
動
を
始
め
る
必

要
が
出
て
こ
よ
う
」
等
と
続
け
た

（
49
）

。
欧
州
人
民
党
に
対
し
て
オ
ル
バ
ン
は
、
強
気
の
姿
勢
を
依
然
と
し
て
取
り
続
け
た
。

そ
の
よ
う
な
オ
ル
バ
ン
と
フ
ィ
デ
ス
の
姿
勢
は
、
や
が
て
始
ま
る
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
─
一
九
の
感
染
拡
大
の
中
で
も
保
た
れ
た
。
フ
ィ
デ
ス

が
三
分
の
二
を
占
め
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
議
会
は
三
月
、
感
染
対
策
の
た
め
の
法
制
化
を
進
め
た
。
制
定
さ
れ
た
対
策
法
が
政
府
に
過
度
の
権

力
を
与
え
る
と
い
う
批
判
を
、
オ
ル
バ
ン
が
意
に
介
し
た
様
子
は
な
か
っ
た

（
50
）

。
二
〇
一
九
年
三
月
二
〇
日
処
分
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
欧

州
人
民
党
評
価
委
員
会
の
脈
絡
で
も
同
様
の
姿
勢
を
観
察
で
き
る
。
二
〇
二
〇
年
一
月
に
フ
ィ
デ
ス
の
資
格
停
止
を
継
続
す
る
よ
う
具
申

し
た
評
価
委
員
会
で
あ
っ
た
が

（
51
）

、
五
月
下
旬
に
は
、
同
委
員
会
の
シ
ュ
ッ
セ
ル
委
員
が
委
員
会
の
活
動
が
麻
痺
し
て
い
る
こ
と
を
自
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
明
か
し
た
。
加
え
て
シ
ュ
ッ
セ
ル
は
、
麻
痺
し
た
責
任
が
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ゥ
ス
ク
欧
州
人
民
党
党

首
に
あ
る
と
仄
め
か
し
た
の
で
あ
る

（
52
）

。
隣
国
人
で
あ
る
オ
ル
バ
ン
と
個
人
的
な
親
交
が
あ
る
シ
ュ
ッ
セ
ル
は
、
フ
ィ
デ
ス
を
除
名
す
る
こ

と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（
53
）

。
彼
は
、
除
名
を
検
討
す
る
こ
と
に
フ
ァ
ン
ロ
ン
パ
イ
委
員
長
が
前
向
き
で
あ
る
こ
と
を
案
じ
、
昨
秋

か
ら
党
首
に
就
い
て
い
た
ト
ゥ
ス
ク
を
糾
弾
す
る
こ
と
で
怪
し
い
雲
行
き
を
追
い
払
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

（
54
）

。
六
月
九
日
に
フ
ァ
ン
ロ

）
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（
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）

一
九

ン
パ
イ
は
、
活
動
が
麻
痺
し
た
原
因
は
ト
ゥ
ス
ク
で
な
く
、
委
員
会
内
で
共
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
党
の
公

式
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
で
釈
明
し
た

（
55
）

。
け
れ
ど
も
そ
の
前
後
に
お
い
て
、
フ
ィ
デ
ス
上
層
部
が
ト
ゥ
ス
ク
へ
の
容
赦
な
き
攻
撃
を
仕
掛
け
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
欧
州
議
会
に
お
い
て
フ
ィ
デ
ス
所
属
議
員
を
束
ね
る
ド
イ
ッ
チ
・
タ
マ
ー
シ
ュ
は
、「（
ト
ゥ
ス
ク
は
）
オ
ル
バ
ン

嫌
悪
症
を
患
い
、（
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
）
カ
チ
ン
ス
キ
に
対
し
て
政
治
的
な
聖
戦
を
遂
行
し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
力
を
も
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
首
相

を
非
難
し
て
い
る
」、「
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
欧
州
人
民
党
の
運
営
よ
り
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
で
の
ご
自
身
の
政
治
的
闘
い
に
躍
起
に
な
ら

れ
て
い
る
」
と
皮
肉
を
込
め
つ
つ
批
判
し
た

（
5６
）

。

自
由
主
義
的
と
目
さ
れ
る
ト
ゥ
ス
ク
の
信
条
は
、
非
自
由
主
義
を
掲
げ
る
フ
ィ
デ
ス
の
主
張
と
そ
も
そ
も
調
和
し
が
た
い
。
加
え
て

ト
ゥ
ス
ク
は
、
フ
ィ
デ
ス
が
連
携
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
政
権
与
党
法
と
正
義
と
国
内
で
競
う
野
党
第
一
党
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
ド
イ
ッ
チ
は
ト
ゥ
ス
ク
を
批
判
す
る
十
分
な
動
機
を
有
し
て
い
た
。
批
判
し
た
の
は
ド
イ
ッ
チ
だ
け
で
は
な
い
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
で
家
族
相
を
務
め
る
フ
ィ
デ
ス
副
党
首
の
ノ
バ
ク
・
カ
タ
リ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
ツ
イ
ー
ト
し
た
。「
ト
ゥ
ス
ク
は
ツ

イ
ー
ト
を
連
投
し
た
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
り
は
す
る
が
、
公
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
欧
州
人
民
党
を
団
結

さ
せ
る
指
導
者
が
必
要
な
昨
今
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
内
で
カ
オ
ス
と
混
乱
が
生
じ
て
い
る

（
57
）

」。
二
〇
一
五
年
の
欧
州
難
民
危
機
に
際
し

て
ユ
ン
ケ
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
に
取
っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
党
関
係
者
を
一
斉
に
非
難
す
る
フ
ィ
デ
ス
の
方
法
は
も
は
や
常
套
化
し
て

い
た
。
ユ
ン
ケ
ル
に
次
い
で
標
的
に
し
た
の
が
ト
ゥ
ス
ク
で
あ
っ
た
。

ノ
バ
ク
は
さ
ら
に
、
以
下
の
ツ
イ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。「
欧
州
人
民
党
が
自
由
主
義
的
で
左
翼
的
な
方
角
を
向
き
始
め
た
が
た
め
に
、

フ
ィ
デ
ス
は
同
党
の
加
入
資
格
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ

（
58
）

」。
こ
の
一
文
の
主
語
と
述
語
を
確
認
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
加
入

資
格
の
停
止
を
決
め
た
の
が
、
欧
州
人
民
党
や
そ
の
政
治
総
会
で
は
な
く
フ
ィ
デ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ノ
バ
ク
は
、
二
〇
一
九
年

）
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内
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通
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で
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と
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が
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で
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悪
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的
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し
、
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を
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を
非
難
し
て
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遺
憾
で
は
あ
る
が
、
欧
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人
民
党
の
運
営
よ
り
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
で
の
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的
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に
躍
起
に
な
ら
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て
い
る
」
と
皮
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を
込
め
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つ
批
判
し
た

（
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由
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的
と
目
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る
ト
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の
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は
、
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由
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を
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る
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第
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す
る
十
分
な
動
機
を
有
し
て
い
た
。
批
判
し
た
の
は
ド
イ
ッ
チ
だ
け
で
は
な
い
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
で
家
族
相
を
務
め
る
フ
ィ
デ
ス
副
党
首
の
ノ
バ
ク
・
カ
タ
リ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
ツ
イ
ー
ト
し
た
。「
ト
ゥ
ス
ク
は
ツ

イ
ー
ト
を
連
投
し
た
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
り
は
す
る
が
、
公
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
欧
州
人
民
党
を
団
結

さ
せ
る
指
導
者
が
必
要
な
昨
今
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
党
内
で
カ
オ
ス
と
混
乱
が
生
じ
て
い
る

（
57
）

」。
二
〇
一
五
年
の
欧
州
難
民
危
機
に
際
し

て
ユ
ン
ケ
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
に
取
っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
党
関
係
者
を
一
斉
に
非
難
す
る
フ
ィ
デ
ス
の
方
法
は
も
は
や
常
套
化
し
て

い
た
。
ユ
ン
ケ
ル
に
次
い
で
標
的
に
し
た
の
が
ト
ゥ
ス
ク
で
あ
っ
た
。

ノ
バ
ク
は
さ
ら
に
、
以
下
の
ツ
イ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。「
欧
州
人
民
党
が
自
由
主
義
的
で
左
翼
的
な
方
角
を
向
き
始
め
た
が
た
め
に
、

フ
ィ
デ
ス
は
同
党
の
加
入
資
格
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ

（
58
）

」。
こ
の
一
文
の
主
語
と
述
語
を
確
認
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
加
入

資
格
の
停
止
を
決
め
た
の
が
、
欧
州
人
民
党
や
そ
の
政
治
総
会
で
は
な
く
フ
ィ
デ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ノ
バ
ク
は
、
二
〇
一
九
年

）
六
七
（



政
経
研
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　第
五
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

二
〇

三
月
二
〇
日
の
処
分
で
記
さ
れ
た
「
党
役
員
会
と
フ
ィ
デ
ス
は
（
…
）
加
入
資
格
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
共
同
で
合
意
す
る
」
と
い
う
文

面
を
独
自
に
解
釈
し
た
。
処
分
が
下
さ
れ
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
欧
州
人
民
党
が
重
ん
じ
る
価
値
の
侵
害
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

フ
ィ
デ
ス
が
受
容
し
が
た
い
方
角
に
欧
州
人
民
党
が
向
き
始
め
た
が
ゆ
え
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
無
理
が
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
フ
ィ
デ
ス
の
姿
勢
を
象
徴
す
る
言
説
で
も
あ
っ
た
。

二
〇
二
一
年
三
月
三
日
に
オ
ル
バ
ン
は
、
欧
州
議
会
の
欧
州
人
民
党
会
派
か
ら
フ
ィ
デ
ス
が
脱
退
す
る
旨
を
会
派
の
ベ
ー
バ
ー
代
表
に

通
告
し
た
。
党
会
派
は
、
そ
の
内
規
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
除
名
の
手
続
き
を
整
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
に
抗
議
す

る
形
で
の
通
告
で
あ
っ
た
。
同
月
一
八
日
に
は
、
欧
州
人
民
党
か
ら
フ
ィ
デ
ス
が
脱
退
す
る
こ
と
が
そ
の
国
際
部
長
に
よ
っ
て
書
簡
で
通

告
さ
れ
た

（
59
）

。
お
わ
り
に

権
威
主
義
化
が
進
む
ハ
ン
ガ
リ
ー
へ
の
Ｅ
Ｕ
の
対
応
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
権
限
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
に
停
滞
し

た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
停
滞
の
背
景
に
同
国
の
与
党
フ
ィ
デ
ス
と
欧
州
人
民
党
の
特
別
な
関
係
が
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
欧
州
人
民

党
は
、
自
党
の
勢
力
が
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
縮
小
す
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
有
力
な
加
入
政
党
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
進
出
す
る
産
業
界
に
配
慮
し

て
い
る
こ
と
か
ら
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
を
躊
躇
し
た
。
党
首
で
あ
っ
た
ド
ー
ル
が
家
族
的
な
雰
囲
気
を
党
に
求
め
た
こ
と
も
、
除
名
せ
ず
加

入
資
格
の
停
止
に
留
め
た
一
因
で
あ
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
フ
ィ
デ
ス
を
率
い
る
オ
ル
バ
ン
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
首
相
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民

主
主
義
を
掲
げ
る
欧
州
人
民
党
へ
の
傾
倒
を
強
調
し
て
い
た
。

フ
ィ
デ
ス
を
め
ぐ
る
欧
州
人
民
党
の
行
動
は
、
煮
え
切
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
常
に
後
手
を
踏
ん
で
い
た
。
フ
ィ
デ
ス
の
国
内
施
政
は
、

）
六
七
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

二
一

二
〇
一
一
年
か
ら
翌
二
〇
一
二
年
の
時
点
で
す
で
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
同
党
が
権
利
停
止
を
科
し
た
の
は
、
よ
う
や
く
二
〇
一
九
年

の
こ
と
で
あ
る
。
同
党
は
し
か
も
、
オ
ル
バ
ン
が
二
〇
二
一
年
三
月
に
脱
退
を
決
意
す
る
ま
で
に
フ
ィ
デ
ス
の
除
名
を
決
定
で
き
な
か
っ

た
。
欧
州
人
民
党
の
消
極
的
な
姿
勢
と
党
内
の
混
迷
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
民
主
主
義
の
後
退
を
放
置
し
た
ば
か
り
か
、
フ
ィ
デ
ス

に
脱
退
に
向
け
た
猶
予
の
時
間
を
与
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
惰
性
が
、
欧
州
人
民
党
関
係
者
が
多
く
属
す
る
Ｅ
Ｕ

機
関
を
迷
わ
せ
、
対
応
が
停
滞
す
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ィ
デ
ス
の
欧
州
人
民
党
脱
退
は
、
欧
州
の
政
治
情
勢
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
デ
ス
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
法
と
正
義

に
象
徴
さ
れ
る
非
自
由
主
義
的
な
民
族
主
義
勢
力
と
従
来
以
上
に
全
面
的
に
結
束
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
対
し
て
欧
州
議
会
の
欧
州

人
民
党
会
派
は
、
中
道
左
派
お
よ
び
自
由
主
義
の
諸
会
派
と
の
協
力
を
よ
り
効
率
的
に
進
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

（
６0
）

。
こ
れ
ら
の
変
動
に

よ
り
、
東
西
欧
州
間
で
生
じ
つ
つ
あ
る
地
理
的
な
分
断
が
さ
ら
に
可
視
化
さ
れ
る
可
能
性
が
残
る
。

（
1
） F

reedom
 H

ouse, N
ation

s in
 T

ran
sit 2020: D

roppin
g th

e D
em

ocratic F
acad

e, p.2.

（
2
） V

-dem
 Institute, A

u
tocratization

 S
u

rges- R
esistan

ce G
row

s: D
em

ocracy R
eport 2020, p.14.

（
3
） 

詳
細
は
、
山
本
直
『
Ｅ
Ｕ
共
同
体
の
ゆ
く
え
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
第
七
章; 

同
「
欧
州
議
会
の
対
ハ
ン
ガ
リ
ー
警
戒
と
Ｅ
Ｕ

人
権
政
治
─
リ
ベ
ラ
ル
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
撃
？
」『
国
際
人
権
』
国
際
人
権
法
学
会
、
二
〇
一
九
年
、
第
三
〇
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
） 

二
〇
一
九
年
以
前
の
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
直
「
Ｅ
Ｕ
『
価
値
の
共
同
体
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
党
派
政
治
」『
公
益
学
研
究
』
日
本

公
益
学
会
、
第
一
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 
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の
変
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に
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り
、
東
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間
で
生
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る
地
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的
な
分
断
が
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に
可
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化
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可
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性
が
残
る
。

（
1
） F
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e D
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 Institute, A

u
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s: D
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は
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書
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、
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警
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人
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政
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─
リ
ベ
ラ
ル
な
ヨ
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の
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人
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』
国
際
人
権
法
学
会
、
二
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一
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年
、
第
三
〇
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
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二
〇
一
九
年
以
前
の
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
直
「
Ｅ
Ｕ
『
価
値
の
共
同
体
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
党
派
政
治
」『
公
益
学
研
究
』
日
本

公
益
学
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、
第
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九
巻
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一
号
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
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た
い
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二
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九
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）

二
二

m
em

bership-of-fidesz/. 

二
〇
一
九
年
三
月
三
〇
日
閲
覧
。

（
６
） 

処
分
に
付
記
さ
れ
る
前
書
き
と
後
書
き
に
は
、
以
下
必
要
に
応
じ
て
触
れ
た
い
。

（
7
） S

T
A

T
U

T
E

S
 O

F
 T

H
E

 E
U

R
O

P
E

A
N

 P
E

O
P

L
E

’S
 P

A
R

T
Y

, approved by the E
P

P
 C

ongress on 29 M
arch 2017 in M

alta, 

A
rticle 9.

（
8
） 

E
.g., “B

russels accuses O
rbán of peddling conspiracy theory w

ith Juncker poster ”, G
u

ard
ian, 19 F

ebruary 2019.

（
9
） 

“D
E

C
IS

IO
N

 O
F

 T
H

E
 E

P
P

 P
O

L
IT

IC
A

L
 A

S
S

E
M

B
L

Y
 R

E
G

A
R

D
IN

G
 ... ”, op.cit.

（
10
） A

ndreas R
inke, “G

erm
an conservatives: L

et ’s suspend H
ungarian party from

 E
uropean bloc ”, R

eu
ters, 20 M

arch 2019. S
ee 

also, E
szter Z

alan, “Juncker: O
rban sould leave E

urope ’s center-right ”, E
U

observer, 20 F
ebruary 2019.

（
11
） Z

alan, op.cit.

（
12
） E

szter Z
alan, “C

entre-right E
P

P
 faces show

dow
n w

ith O
rban ”, E

U
observer, 20 M

arch 2019.

（
13
） S

T
A

T
U

T
E

S
 O

F
 T

H
E

 E
U

R
O

P
E

A
N

 P
E

O
P

L
E

’S
 P

A
R

T
Y

, op.cit., A
rticle 9.

（
14
） 

欧
州
人
民
党
規
程
に
よ
る
と
、
政
治
総
会
に
お
け
る
投
票
権
者
は
⒜
職
権
上
の
構
成
員
と
⒝
委
任
さ
れ
た
構
成
員
で
あ
る
。
各
々
以
下
の
者
が

該
当
す
る
。

⒜
　
職
権
上
の
構
成
員

・
党
役
員

・
欧
州
議
会
会
派
の
役
員
・
正
加
入
政
党
、
准
加
入
政
党
お
よ
び
提
携
団
体
の
長
ま
た
は
そ
の
代
理

・
欧
州
議
会
会
派
を
構
成
す
る
国
家
政
党
の
代
表

・
正
加
入
政
党
の
所
属
党
員
で
あ
る
、
欧
州
議
会
の
幹
事
組
織
、
欧
州
委
員
会
お
よ
び
地
域
委
員
会
の
幹
事
組
織
の
構
成
員

・ 

正
加
入
政
党
ま
た
は
准
加
入
政
党
の
所
属
党
員
で
あ
る
、
欧
州
審
議
会
議
員
総
会
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
、
地
域

委
員
会
、
地
中
海
同
盟
お
よ
び
ユ
ー
ロ
ネ
ス
ト
に
お
け
る
党
団
体
ま
た
は
提
携
団
体
の
長

⒝
　
委
任
さ
れ
た
構
成
員

）
六
六
（

欧
州
人
民
党
と
フ
ィ
デ
ス
（
山
本
）

二
三

・
正
加
入
政
党
お
よ
び
准
加
入
政
党
の
代
表

・ 

正
加
入
政
党
と
准
加
入
政
党
は
、
そ
の
委
任
を
受
け
る
者
を
任
命
す
る
。
な
お
、
正
加
入
政
党
の
委
任
者
数
と
投
票
権
は
、
各
党
に
お
け
る
欧

州
人
民
党
所
属
会
員
数
に
比
例
す
る
か
た
ち
で
配
分
さ
れ
る
。
准
加
入
政
党
の
委
任
者
数
と
投
票
権
は
、
役
員
会
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
。

S
T

A
T

U
T

E
S

 O
F

 T
H

E
 E

U
R

O
P

E
A

N
 P

E
O

P
L

E
’S

 P
A

R
T

Y
, op.cit, A

rticle 15.

（
15
） Z

alan, “C
entre-right E

P
P

 faces ... ”, op.cit.; E
szter Z

alan, “E
P

P
 suspends O

rban ’s F
idesz party ”, E

U
observer, 21 M

arch 

2019.

（
1６
） 

欧
州
人
民
党
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.epp.eu/parties-and-partners

）
よ
り
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
閲
覧
。

（
17
） 

欧
州
人
民
党
の
加
入
政
党
で
最
多
の
欧
州
議
会
議
員
を
抱
え
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
／
社
会
同
盟
で
あ
っ
た
。
次
い
で
フ
ラ
ン

ス
の
共
和
党
（
国
民
運
動
連
合
）、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ォ
ル
ツ
ァ
・
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
国
民
党
お
よ
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
「
市
民
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」

と
い
う
五
指
と
な
る
。A

riadna R
ipoll S

ervent, T
h

e E
u

ropean
 P

arliam
en

t, P
algrave, 2018, p.197, T

able 9.4.

（
18
） 

S
ee, S

tephan L
öw

enstein and T
hom

as G
utschker, “D

iese P
olitik beendet das E

rtrinken ”, F
ran

kfu
rter A

llgem
ein

e, 

14.10.2018.

（
19
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